
大学等卒業予定者の採用をお考えの事業主の皆さま
大学等卒業予定者の皆さま

ハローワークからのお知らせです。

厚生労働省・東京労働局・都内ハローワーク

大学等卒業予定者の就職・採用活動に関する開始時期

広報活動 卒業・修了年度に入る直前の３月１日以降

採用選考活動 卒業・修了年度の６月１日以降

ハローワークにおける求人の取扱い

求人の受理 ２月１日以降（※窓口受理は2月３日より）

求人の公開 ４月１日以降

大学等卒業予定者に対する職業紹介 ６月１日以降（※窓口紹介は６月２日より）

２０２６年度の大学等卒業予定者を対象と
した求人公開日は４月１日です！

※ 求人の受理は２月１日開始となります。

「新卒応援ハローワーク」における就職支援について

新卒応援ハローワークでは、大学等卒業予定者や大学等の学校を卒業した方を対象に、

各学校との連携の下、就職支援ナビゲーター(※)によるきめ細かな支援など、様々なサービ

スを行っています。お気軽にご利用ください。
（※）新卒者の就職支援を専門とする職業相談員。企業の人事労務管理経験者などを採用しています。

「新卒応援ハローワーク」の支援メニュー（ご利用はすべて無料です）
○ 全国のネットワークによる豊富な求人情報の提供・職業紹介・中小企業とのマッチング

○ 職業適性検査や求職活動に役立つ各種ガイダンス・セミナーなどの実施

○ 担当者制の個別支援（定期的な求人情報の提供、応募先の選定や就職活動の進め方の相談、

エントリーシートや履歴書などの作成相談、面接指導など

４月1日から求人公開することで、学生の皆様は十分な業界研究を行うことが可能となるほか、

企業の皆様も学生への広報活動を有効に行うことが可能となりますので、ぜひご活用ください。

求人公開後であっても５月31日以前に採用選考活動を行うことのないようご注意ください。

大学、短期大学と高等専門学校の２０２６年度（令和９年３月）卒業・修了予定者の就職・採用活動の

スケジュールを踏まえ、ハローワークでの卒業・修了予定者（大学、短期大学、高等専門学校、専修学校

等）を対象とする求人の取扱いは、以下のとおりになります。

なお、タイプ３のインターシップのうち専門活用型（２週間以上）かつ卒業・修了年度に
入る直前の春休み以降に実施されるインターシップを通じて専門的知識や能力を有すると
判断された学生については、３月からの広報活動周知を短縮し、６月より以前のタイミン
グで採用選考プロセスに移行可能となります。
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